
 

平成 29 年 7 月 8 日（土）独立行政法人 国立病院機構 南岡山医療センター 王山荘 

絵・歌 柚木美恵子 
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次 第 

12：00 受付開始 

 

13：00 開会    黙祷 

  支部長挨拶  河原 学   

    メッセージ紹介 

 総会議事 

  平成 28 年度活動報告・会計報告・会計監査報告 

  平成 29 年度役員選出 

  平成 29 年度活動方針（案）・予算（案） 

 

13：30    休憩（アトラクション準備） 

 

13：40 アトラクション ～合唱団 こぶ～ の皆さん  

  365 日の紙飛行機  替え歌メロディ 花   

  いのちのうた  夕焼け 

14：10    記念撮影の後、休憩 

14：30 体験会  『オリヒメ』『オリヒメアイ』 

                 ライフピックス様のご支援によりお貸しいただいた 

         コミュニケーション機器を皆で体験してみましょう 

          

 

15：00    交流会 

        

        

   閉会               挨拶 副支部長 横田 与里 

作品展示 

・柚木 美恵子（故人）  短歌と画 

・万谷 正（故人）    短歌 

・平井 豊（故人）    絵 

・高橋 英明（故人）   短歌 

・亀山 晴美       俳句 
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総会議事 

1.平成 28 年度活動報告 

4月 10日（日） 茶話会 津山 

6月 29日（水） 吉備国際大学 看護学科 講演発表、透明文字盤実習開催 

7月 9日（土） 岡山県支部 定期総会  南岡山医療センター内 王山荘 

9月 10日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

10月 1日（土） 中国地区ブロック会議 山口 

10月 8日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

10月 30日（日） 香川県支部設立総会参加  

11月 5日（土） 第 4回 遺族・介護者交流会  西大寺グランドホテル 

11月 12日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

12月 10日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

1月 14日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

2月 3日（金） 岡山県難病医療連絡協議会 「第 2回在宅難病患者支援者研修会」

講演発表 

2月 18日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

3月 11日（土） 茶話会  岡山県難病相談支援センター 

 

※各関係機関との情報交換など 

 

 

 

●支部だより Ｎｏ．２7 号 ３／１発行   

●役員会   月 1回 第２土曜に開催 （役員会の後、茶話会） 

●茶話会   月 1回 

●電話相談 随時  

保健所と連携しての患者様相談 

●患者様訪問  ご自宅訪問、レスパイト・入院先の病院訪問 

●ホームページ随時更新 

●山陽新聞「集い」への投稿（随時） 
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2.会計報告 
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3.平成 29 年度役員（案） 

役名 候補者名 備考 

支部長 河原 学 患者 

副支部長 

 

入倉秀子 

横田与里 

遺族 

一般 

運営委員 

 

 

 

難波玲子 

安田 雄 

徳田佳子 

松野栄子 

高橋奈美 

医師 

医師 

遺族 

遺族 

一般 

事務局 小原真紀（事務局長） 

加治谷悠紀子（書記） 

村上里美（会計） 

遺族 

看護師 

遺族 

会計監査 佐々木悦子 

定金司郎 

一般 

遺族 

 

 

4.平成 29 年度活動方針（案） 

 

・相談応対 

・茶話会・交流会 患者様訪問（ピアサポート） 

・県及び関係機関との連携 

・支部だよりの発行 

・本部との連携（快適な生活の確保に向けて） 

・会員拡大 
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5.会計予算（案） 
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アトラクション紹介 

 

 

写真 河原学『Going my way』 

 
我行かん 朝陽に向かいて ひたすらに  小原真紀 
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日本ＡＬＳ協会岡山県支部規約 

 

＜名称＞第 1 条、 この支部（以下本会という）を日本ＡＬＳ協会岡山県支部と

称する。 

＜目的＞第 2 条、 本会は協会本部と緊密な連絡をとりながら、岡山県支部にお

いて協会の目的を、きめ細かく遂行するため、次の活動を行

う。 

（1）会員相互の交流 

（2）未入会者・家族への働きかけ 

（3）医療・福祉相談会の開催 

（4）行政、保健、医療、福祉機関への働きかけ 

（5）ＡＬＳに関する啓蒙活動 

（6）会報の発行 

（7）その他 

＜会員構成＞第 3 条、 本会の会員は正会員及び賛助会員とする。 

（1）正会員は、本部協会に登録された正会員とする。（原則として患者・

家族正会員） 

（2）賛助会員は、本部協会に登録されている、岡山県内在住または勤務の

賛助会員（個人・企業）とする。  

（3）患者が正会員の場合、その資格を家族が代行することができる。 

（4）賛助会員が、会の運営に積極的に関わりたい時には正会員への登録変

更ができる。 

＜役員構成＞第 4 条、 本会には支部長、副支部長（若干名）、運営委員（若干名）、

事務局（若干名、書記、会計を含む）、会計監査（若干名）

の役員をおく。 

＜役員任期＞第 5 条、 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

＜役員職務＞第 6 条、 本会の役員の職務は次の通りとする。 

（1）支部長はこの支部を代表する。 

（2）副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行する。 

（3）運営委員はこの会則に定める事業を行う。 

（4）事務局長はこの支部の事務を統轄する。 

＜役員選出＞第 7 条、 役員は総会において選出する。支部長は患者から、副支部長その

他は正会員から選出する。 

＜役員会＞第 8 条、  本会の役員会は支部長・副支部長・運営委員・事務局で構成する。 

（1）役員会は年 2 回開催し、会の運営に当たる。 

（2）臨時役員会は支部長及び、役員の 1/3 以上の要請により随時開催する
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ことができる。 

（3）役員は役員会に代理人を立てることができる。 

＜役員会成立＞ 第 9 条、役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、

委任したものは出席者とみなす。 

＜役員会議決＞ 第 10 条、役員会の議事は出席役員の過半数の賛成で決定し、可

否同数の場合は議長が決定する。 

＜顧問＞第 11 条、 本会に専門的立場からの顧問をおくことができる。 

第 12 条、 顧問は総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。 

＜総会＞第 13 条、 総会は正会員及び賛助会員で構成し、会員の 1/3 以上の出席

（ただし委任状を含む）で成立する。 

＜総会定義＞ 第 14 条、総会は本会の最高議決機関である。 

（1）定期総会は年 1 回、支部長が招集する。 

（2）臨時総会は役員会及び会員の 1/3 以上の要求があったときに支部長が

召集する。 

＜審議＞ 第 15 条、 総会は次の事項を審議し決定する。 

（1）役員の選出 

（2）運営・会計報告・決算の承認 

（3）活動方針・予算の決定 

（4）その他、重要事項 

＜議決＞第 16 条、 総会の議決は出席正会員の過半数の賛成をもって決定し、可

否同数の場合は議長が決定する。 

＜経費＞第 17 条、 本会に必要な経費は日本ＡＬＳ協会本部よりの支部助成金及

び寄付金、その他によりこれを賄う。 

＜会計年度＞ 第 18 条、本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日

までとする。 

＜加盟＞ 第 19 条、 本会は必要に応じて地域内の関係諸団体と連携して活動す

る。 

＜会則の変更＞第 20 条、本会の規約は総会の議決によらなければ変更することが

できない。 

＜細則＞第 21 条、 この規約の施行についての細則は、役員会の議決を経て、別

に定める。 

第 22 条、 本契約の発行は平成 2 年 4 月 29 日からとする。 

 

平成 14 年 6 月 9 日  
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事務局より 

《日本 ALS 協会へのご入会のお願い》 

 

ALS という病気のこと、ALS 協会の活動をご理解いただき、日本 ALS 協会 

のご入会をお願いします。入会はどなたでも入会できます。ご希望の方は、協会本部事務

局にご連絡をお願いします。入会申込書は岡山県支部にもございますので、お問い合わせ

ください。 

【会費】（4 月～翌 3 月まで） 正会員 4 千円 

              賛助会員（個人） 1 口 4 千円、1 口以上 

              賛助会員（団体） 1 口 5 千円、1 口以上 

注）1.入会金はありません。 

  2.正会員・・・総会に出席して意見を述べたり、議決に加わるなど、協会活動に関与す

ることができます。 

   賛助会員・・本会の目的に賛同し、活動に賛助する個人および団体。総会での議決

権はありません。 

【本部連絡先】 

日本 ALS 協会事務局 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-15-15 瑞鳥ビル 1F 

電話 03-3234-9155 FAX 03-3234-9156 Email   jalsa@jade.dtl.ne.jp 

【岡山県支部連絡先】 

事務局 小原真紀 〒710-0142 倉敷市林 606-3 

電話・FAX 086-485-3706 Email   info@als-okayama.com 

 

写真 河原学  『麦畑 瀬戸内市』 

 

五月晴れ 黄金の麦らも ハレバレと  小原真紀 

mailto:info@als-okayama.com
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≪携帯メール連絡ツールのご案内≫ 

 

日本 ALS 協会岡山県支部では、情報不足からくる不安、社会資源の活用問題などについて、

患者・家族をはじめ、行政・医療・福祉などの関係者を含めて、情報を共有することで、

少しでも問題の解決に役立てればと企画し、2012 年より、有限会社インフォメーションネ

ットの携帯メール連絡ツール『USAGI コミュニティー』を導入しております。 

 

 この『USAGI コミュニティー』は、既に学校・PTA・自治体組織・市町村等の公共機関

でも広く活用されているシステムです。 

 

 携帯電話は勿論、パソコンからでも登録できます。日本 ALS 協会に非加入の方でも登録

できます。登録料や利用料は無料です。（但し携帯電話ではメール受信の際のパケット通信

費は発生します。） 

  

 ALS や難病に関係した役立つ情報や、行事案内などの情報を発信しております。ぜひ積

極的なご利用・ご活用を宜しくお願い申し上げます。 

 

◇登録方法は支部ホームページに掲載中です。 

 

日本ＡＬＳ協会岡山県支部 ＨＰアドレス   http://als-okayama.com/ 

 

 

《ボランティア募集のお知らせ》 

 

支部では、１年間に色々なイベントを行っています。 

たとえば、定期総会・交流会・患者作品展・チャリティコンサートなど。これ

らの準備、会場でのお手伝いをしてくださる方を募集します。 

 

この他どんな小さなことでもかまいません。お手伝いをしてくださる方、大歓

迎いたします。事務局までご連絡ください。 

 

事務局 〒710-0142  岡山県倉敷市林 606-3 小原真紀 

           ＴＥＬ＆ＦＡＸ：086-485-3706 

         E-mail        info@als-okayama.com 


